
○廿日市市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成２０年３月２５日規則第２７号

（趣旨）

第１条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以

下「法」という。）に基づく事務の施行に関しては、宅地造成及び特定

盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号。以下「政令」とい

う。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省

令第３号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この規則の定

めるところによる。

（用語の定義)

第２条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する

用語の例による。

（宅地造成等に関する工事の許可申請の手続）

第３条 宅地造成等に関する工事について、法第１２条第１項本文の許可

を受けようとする工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事

の施行区域（以下「宅地造成等区域」という。）を工区に分けたときは、

省令第７条の規定により添付しなければならない図面に、当該工区の

位置、区域及び規模を明示しなければならない。

（宅地造成等に関する工事の着手届）

第４条 宅地造成等に関する工事について、法第１２条第１項本文の許可

を受けた工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事に着手した

ときは、宅地造成等に関する工事着手届書（別記様式第１号）を市長に

提出しなければならない。

（宅地造成等に関する工事の協議の申出等）

第５条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１５条第１

項の規定により市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛

土等に関する工事の協議申出書（別記様式第２号）に、省令第７条第１

項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項の規定により市



長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書

（別記様式第３号）に、省令第７条第２項に規定する書類を添付して、

市長に提出しなければならない。

（宅地造成等に関する工事計画の変更許可）

第６条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１６条第１

項の変更の許可を受けようとする工事主は、省令第３７条第１項に規定

する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、

市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１６条第１項の規定による許

可を受けようとする工事主は、省令第３７条第２項に規定する図書のほ

か、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出

しなければならない。

（宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出）

第７条 宅地造成等に関する工事について、法第１６条第２項の規定によ

る市長への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変

更届書（別記様式第４号）を市長に提出しなければならない。

（宅地造成等に関する工事の工事計画の変更協議の申出許可）

第８条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１６条第３

項の規定による許可を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に

関する工事の変更協議申出書（別記様式第５号）に、省令第３７条第１

項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を

添付して、市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１６条第３項の規定による許

可を受けようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書

（別記様式第６号）に、省令第３７条第２項に規定する図書のほか、当

該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。

（宅地造成等に関する届出工事の変更届出）

第９条 法第２１条第１項又は第３項の規定による届出をした工事主は、



当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届書

（別記様式第７号又は別記様式第８号）を市長に提出しなければならな

い。

（宅地造成等に関する工事の工程等の変更届出）

第１０条 宅地造成等に関する工事について、法第１２条第１項本文の規

定による許可を受けた工事主又は法第２１条第１項若しくは第３項の規

定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又

は廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事工程等変更届書

（別記様式第９号）を市長に提出しなければならない。

（技術的基準の強化）

第１１条 政令第１６条第１項第３号の技術的基準を次のとおり強化する。

(1) 雨水又は合流に係る排水施設の断面積は、次のア及びイに掲げる数

値を用いて算定した計画流水量によって決定すること。

ア １時間の降雨量 １２０ミリメートル

イ 流出係数

(ｱ) 密集市街地 ０．９

(ｲ) 一般市街地 ０．８

(ｳ) 水田及び山地 ０．７

(ｴ) 畑及び原野 ０．６

(2) 雨水に係る排水施設の形状又は構造が次のア又はイに掲げる場合に

あっては、前号の規定により算定した計画雨水量の当該施設に占める

割合がそれぞれア又はイに定める割合以上にならないように設計する

こと。

ア 矩形で暗きょの場合 ９割
く

イ 開きょの場合 ８割

（宅地造成等に関する工事の完了検査の手続）

第１２条 法第１７条第１項の規定による工事完了の検査及び同条第２項

の規定による検査済証の交付は、法第１２条第１項本文の規定による許

可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。



（宅地造成等に関する工事の中間検査の手続）

第１３条 法第１８条第１項の規定による中間検査及び同条第２項の規定

による中間検査合格証の交付は、法第１２条第１項本文の規定による許

可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

（宅地造成等に関する工事の定期の報告）

第１４条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１９条第

１項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するま

での間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書（別記様式

第１０号）に、省令第４８条１項に規定する図書を添付して、市長に提

出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１９条第１項の規定による報

告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積

に関する工事の定期報告書（別記様式第１１号）に、省令第４８条２項

に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請の手続）

第１５条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第３０条

第１項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係

る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行区域（以下「特定盛土

等区域」という。）を工区に分けたときは、省令第６３条の規定により

添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示し

なければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手届）

第１６条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第３０条

第１項本文の規定による許可を受けた工事主は、当該許可に係る特定盛

土等又は土石の堆積に関する工事に着手したときは、特定盛土等又は土

石の堆積に関する工事着手届書（別記様式第１２号）を市長に提出しな

ければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議の申出等）

第１７条 特定盛土等に関する工事について、法第３４条第１項の規定に



より市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事の協議申出書（別記様式第２号）に、省令６３条第１項に規定す

る書類を添付して、市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第３４条第１項の規定により市

長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書

（別記様式第３号）に、省令第６３条第２項に規定する書類を添付して、

市長に提出しなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事計画の変更許可）

第１８条 特定盛土等に関する工事について、法第３５条第１項の規定に

よる許可を受けようとする工事主は、省令第６７条第１項に規定する図

書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長

に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第３５条第１項の規定による許

可を受けようとする工事主は、省令第６７条第２項に規定する図書のほ

か、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出

しなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出）

第１９条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第３５条

第２項の規定による市長への届出を行おうとする工事主は、特定盛土等

又は土石の堆積に関する工事の変更届書（別記様式第１３号）を市長に

提出しなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事計画の変更協議の申出

許可）

第２０条 特定盛土等に関する工事について、法第３５条第３項の規定に

よる許可を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事

の変更協議申出書（別記様式第５号）に、省令第６７条第１項に規定す

る図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、

市長に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第３５条第３項の規定による許



可を受けようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書

（別記様式第６号）に、省令第６７条第２項に規定する図書のほか、当

該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出工事の変更届出）

第２１条 法第４０条第１項又は第３項の規定による届出をした工事主は、

当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届書

（別記様式第１４号又は別記様式第１５号）を市長に提出しなければな

らない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工程等の変更届出）

第２２条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第３０条

第１項本文の規定による許可を受けた工事主又は法第４０条第１項若し

くは第３項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若し

くは再開し、又は廃止しようとするときは、特定盛土等又は土石の堆積

に関する工事工程等変更届書（別記様式第１６号）を市長に提出しなけ

ればならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の完了検査の手続）

第２３条 法第３６条第１項の規定による工事完了の検査及び同条第２項

の規定による検査済証の交付は、法第３０条第１項本文の規定による許

可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中間検査の手続）

第２４条 法第３７条第１項の規定による中間検査及び同条第２項の規定

による中間検査合格証の交付は、法第３０条第１項本文の規定による許

可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告）

第２５条 特定盛土等に関する工事について、法第３８条第１項の規定に

よる報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、特定

盛土等に関する工事の定期報告書（別記様式第１７号）に、省令第７８

条第１項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。



２ 土石の堆積に関する工事について、法第３８条第１項の規定による報

告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積

に関する工事の定期報告書（別記様式第１８号）に、省令第７８条第２

項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

（身分証明書の様式）

第２６条 身分証明書の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 法第７条第１項の身分証明書（別記様式第１９号）

(2) 法第７条第２項の身分証明書（別記様式第２０号）

(3) 法第２４条第２項又は第４３条第２項において準用する法第７条第

１項の身分証明書（別記様式第２１号）

（許可申請書等の提出部数）

第２７条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類には、

正本の写しを１部添付しなければならない。

（実施規定）

第２８条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。

附 則

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に広島県知事に対し行われている宅地造成に関

する工事の申請については、宅地造成等規制法施行細則（昭和３８年広

島県規則第２３号）の例による。

附 則（平成２４年９月２１日規則第４５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２８年４月１日規則第４５号）

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に宅地造成に関する工事の許可を受け、又は許

可の申請をしている者に係る宅地造成に関する工事の技術的基準につい

ては、なお従前の例による。

附 則（令和元年７月１日規則第４号）



この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和５年５月２５日規則第４０号）

１ この規則は、令和５年５月２６日から施行する。

２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の廿日

市市宅地造成等規制法施行細則別記様式第９号から別記様式第１１号ま

での身分証明書は、それぞれこの規則による改正後の廿日市市宅地造成

等規制法施行細則別記様式第９号から別記様式第１１号までの身分証明

書とみなす。

附 則（令和５年９月２８日規則第５０号）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令

和４年法律第５５号）による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法

律第１９１号。以下この項において「旧法」という。）第８条第１項本

文の許可（宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第２条第１項の

規定による経過措置期間の経過前にされた都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第２９条第１項又は第２項の許可を含む。）を受けている

者に係る宅地造成に関する工事の着手の手続等については、なお従前の

例による。ただし、旧法第３条第１項の規定による宅地造成工事規制区

域の区域外においてこの規則の施行後に行う都市計画法第３５条の２の

規定による変更の許可を受ける者については、この限りでない。



（別記）

様式第１号（第４条関係）

宅 地 造 成 等 に 関 す る 工 事 着 手 届 書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

宅地造成等に関する工事に次のとおり着手したので、届け出ます。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

許 可 年 月 日

及 び 番 号
年 月 日 指令廿都 第 号

工事が施行

される

土地の所在

廿日市市

着 手 年 月 日 年 月 日



様式第２号（第５条第１項関係、第１７条第１項関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書

宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により、協議を申し出ま
す。

年 月 日

廿日市市長 様

協議者 住所

氏名

法人にあっては、主たる事業所の

所在地、名称及び代表者の氏名

1 工 事 主住所及び氏名

2 設計者住所及び氏名

3 工事施行者住所及び氏名

4 土地の所在地及び地番

（代表地点の緯度経度）
（緯度： 度 分 秒、

経度： 度 分 秒）

5 土 地 の 面 積 平方メートル

6 工事着手前の土地利用状況

7 工事完了後の土地利用

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無

工

事

の

概

要

イ 盛土又は切土の高さ メートル

ロ
盛土又は切土をする

土地の面積
平方メートル

ハ 盛土又は切土の土量
切 土 立方メートル

盛 土 立方メートル

ニ 擁 壁

番 号 構 造 高 さ 延 長

メートル メートル

ホ 崖面崩壊防止施設

番 号 構 造 高 さ 延 長

メートル メートル

ヘ 排 水 施 設

番 号 種 類 内法寸法 延 長

センチメートル メートル

第１５条第１項
第３４条第１項

10



（注意）

1 ※印のある欄は記入しない。

2 2 欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏名の横に〇印を付す

こと。

3 3 欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。

4 4 欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入すること。

5 8 欄は、該当する盛土タイプに〇印を付すこと。（複数選択可）

6 9 欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号）第 7 条第 2 項第 2

号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに〇印を付すこと。

7 11 欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可

等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。

8 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4番とする。

ト 崖面の保護の方法

チ
崖面以外の地表面

の保護の方法

リ
工事中の危害防止

のための措置

ヌ そ の 他 の 措 置

ル
工事着手予定年月

日
年 月 日

ヲ
工事完了予定年月

日
年 月 日

ワ 工 程 の 概 要

11 そ の 他 必 要 な 事 項

※受付欄 ※決裁欄
※協議に当たって付

した条件
※協議番号欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名



様式第３号（第５条第２項関係、第１７条第２項関係）

土石の堆積に関する工事の協議申出書

宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により、協議を申し出ま

す。

年 月 日

廿日市市長 様

協議者 住所

氏名

法人にあっては、主たる事業所の
所在地、名称及び代表者の氏名

1 工 事 主 住 所 及 び 氏 名

2 設 計 者 住 所 及 び 氏 名

3 工 事 施 行 者 住 所 及 び 氏 名

4 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番

（ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ）
（緯度： 度 分 秒、

経度： 度 分 秒）

5 土 地 の 面 積 平方メートル

6 工 事 の 目 的

7

工

事

の

概

要

イ 土石の堆積の最大堆積高さ メートル

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル

ハ 土石の堆積の最大堆積土量 立方メートル

ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾配

ホ
勾配が十分の一を超える土地
における堆積した土石の堆積を
防止するための措置

ヘ
土石の堆積を行う土地における
地盤の改良その他の必要な措置

ト 空地の設置

番号 空地の幅

メートル

チ
雨水その他の地表水を有効に排除

する措置

リ
堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流

出を防止する措置

第１５条第１項

第３４条第１項



（注意）

1 ※印のある欄は記入しない。

2 3 欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出すこと。

3 4 欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入すること。

4 7 欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長を

記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入すること。

5 8 欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場合

においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。

6 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4番とする。

ヌ 工事中の危害防止のための措置

ル その他の措置

ヲ 工事着手予定年月日 年 月 日

ワ 工事完了予定年月日 年 月 日

カ 工程の概要

8 そ の 他 必 要 な 事 項

※受付欄 ※決裁欄
※協議に当たって

付した条件
※協議番号欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名



様式第４号(第７条関係)

宅地造成等に関する工事の変更届書

年 月 日

廿日市市長 様

届出者 住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１６条第２項の規定

により、宅地造成等に関する工事の変更について次のとおり届け出ます。

1 宅地造成等に関する工事の許可番号 年 月 日 指令廿都第 号

2 土地の所在及び地番 廿日市市

3 変更に係る事項

4 変更の理由

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者の氏

名

事 項 変 更 前 変 更 後



様式第５号（第８条第１項関係、第２０条第１項関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書

宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により、変更の協議を申

し出ます。

年 月 日

廿日市市長 様

協議者 住所

氏名

法人にあっては、主たる事業所の
所在地、名称及び代表者の氏名

1 工 事 主住所及び氏名

2 設計者住所及び氏名

3 工事施行者住所及び氏名

4 土地の所在地及び地番

（代表地点の緯度経度）
（緯度： 度 分 秒、

経度： 度 分 秒）

5 土 地 の 面 積 平方メートル

6 工事着手前の土地利用状況

7 工事完了後の土地利用

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無

工

事

の

概

要

イ
盛土又は切土の高

さ
メートル

ロ
盛土又は切土をす

る土地の面積
平方メートル

ハ
盛土又は切土の土

量

切 土 立方メートル

盛 土 立方メートル

ニ 擁 壁

番 号 構 造 高 さ 延 長

メートル メートル

ホ 崖面崩壊防止施設

番 号 構 造 高 さ 延 長

メートル メートル

ヘ 排 水 施 設

番 号 種 類 内法寸法 延 長

センチメートル メートル

第１６条第３項
第３５条第３項

10



（注意）

1 ※印のある欄は記入しない。

2 2 欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏名の横に〇印を付

すこと。

3 3 欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。

4 4 欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入するこ

と。

5 8 欄は、該当する盛土タイプに〇印を付すこと。（複数選択可）

6 9 欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等施行令（昭和 37 年政令第 16 号）第 7条第 2項第 2号に

規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに〇印を付すこと。

7 11 欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、

認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。

8 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4 とする。

ト 崖面の保護の方法

チ
崖面以外の地表面

の保護の方法

リ
工事中の危害防止

のための措置

ヌ そ の 他 の 措 置

ル
工事着手予定年月

日
年 月 日

ヲ
工事完了予定年月

日
年 月 日

ワ 工 程 の 概 要

11 そ の 他 必 要 な 事 項

12 変 更 の 理 由

13 許 可 番 号 第 号

※受付欄 ※決裁欄
※協議に当たつて付

した条件
※協議番号欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名



様式第６号（第８条第２項関係、第２０条第２項関係）

土石の堆積に関する工事の変更協議申出書

宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により、変更の協議を申

し出ます。

年 月 日

廿日市市長 様

協議者 住所

氏名

法人にあつては、主たる事業所の

所在地、名称及び代表者の氏名

1 工 事 主 住 所 及 び 氏 名

2 設 計 者 住 所 及 び 氏 名

3 工 事 施 行 者 住 所 及 び 氏 名

4 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番

（ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ）
（緯度： 度 分 秒、

経度： 度 分 秒）

5 土 地 の 面 積 平方メートル

6 工 事 の 目 的

7

工

事

の

概

要

イ 土石の堆積の最大堆積高さ メートル

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル

ハ 土石の堆積の最大堆積土量 立方メートル

ニ
土石の堆積を行う土地の最大勾

配

ホ

勾配が十分の一を超える土地

における堆積した土石の堆積を

防止するための措置

ヘ
土石の堆積を行う土地における

地盤の改良その他の必要な措置

ト 空地の設置

番号 空地の幅

メートル

チ
雨水その他の地表水を有効に

排除する措置

第１６条第３項
第３５条第３項



（注意）

1 ※印のある欄は記入しない。

2 3 欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出すこと。

3 4 欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以下第一位まで記入するこ

と。

4 7 欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び

延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入すること。

5 8 欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する

場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。

6 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4 とする。

リ
堆積した土石の崩壊に伴う土砂

の流出を防止する措置

ヌ 工事中の危害防止のための措置

ル その他の措置

ヲ 工事着手予定年月日 年 月 日

ワ 工事完了予定年月日 年 月 日

カ 工程の概要

8 そ の 他 必 要 な 事 項

9 変 更 の 理 由

10 許 可 番 号 第 号

※受付欄 ※決裁欄
※協議に当たつて付

した条件
※協議番号欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名



様式第７号(第９条関係)

届 出 工 事 の 変 更 届 書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第２１条第１項の規

定により届け出た宅地造成等に関する工事を次のとおり変更したいので、届け出ます。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

最 初 に 届 け

出 た 年 月 日

工事をしてい

る土地の所在

及び地番

廿日市市

工事をしてい

る土地の面積

変 更 事 項

変 更 理 由



様式第８号(第９条関係)

届 出 工 事 の 変 更 届 書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第２１条第３項の規

定により届け出た宅地造成等に関する工事を次のとおり変更したいので、届け出ます。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

最 初 に 届 け

出 た 年 月 日

工事が行われ

る土地の所在

及び地番

廿日市市

行おうとする

工事の種類及

び内容

変 更 事 項

変 更 理 由



様式第９号(第１０条関係)

宅地造成等に関する工事工程等変更届書

年 月 日

廿日市市長 様

住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

中止
宅地造成等に関する工事を次のとおり 再開 したので、届け出ます。

廃止

注 不用の文字は、消すこと。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

許可

届出
年月日及び番号 年 月 日 指令廿都 第 号

理 由

工事進捗状況及び

防 災 措 置



様式第１０号（第１４条第１項関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１９条第１項の規定によ

り、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ま

す。

注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。
2 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに8欄から
11欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。
3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

1 工事主住所及び氏名

2 工事が施行される土地
の所在地

3 工事の許可年月日及び
許可番号

年 月 日指令廿都第 号

4 報告年月日

第1回目 第2回目 第3回目 第4回目

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

5 報告の時点における盛
土又は切土の高さ

ｍ ｍ ｍ ｍ

6 報告の時点における盛
土又は切土の面積

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

7 報告の時点における盛
土又は切土の土量

㎥ ㎥ ㎥ ㎥

8 報告の時点における擁

壁等に関する工事の施

行状況

9 擁壁の床掘りを完了し

たときの状況

10 鉄筋コンクリート擁壁

の基礎配筋を完了した

ときの状況

11 地下に埋設する集水管、

暗渠、管渠等の配置を
きょ きょ

完了したときの状況

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏



様式第１１号（第１４条第２項関係）

土石の堆積に関する工事の定期報告書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所
氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１９条第１項の規定によ

り、土石の堆積に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。

注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。
2 報告の時点における土石の堆積を行っている土地の状況（堆積する土石の高さ、
確保すべき空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）及びその付近
の状況並びに９の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。

3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とする。

1 工事主住所及び氏名

2 工事が施行される土

地の所在地

3 工事の許可年月日及

び許可番号
年 月 日 指令廿都第 号

4 報告年月日

第1回目 第2回目 第3回目 第4回目

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

5 報告の時点における

土石の堆積の高さ
ｍ ｍ ｍ ｍ

6 報告の時点における

土石の堆積の面積
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

7 報告の時点における
堆積されている土石の土量

㎥ ㎥ ㎥ ㎥

8 前回の報告から新たに
堆積された土石の土量及
び除却された土石の土量

㎥ ㎥ ㎥ ㎥

9 地下に埋設する集水

管、

暗渠、管渠等の配置を
きょ きょ

完了したときの状況

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



様式第１２号（第１６条関係）

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事着手届書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

宅地造成等に関する工事に次のとおり着手したので、届け出ます。

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とする。

工 事 の 許 可 年 月 日

及 び 許 可 番 号
年 月 日 指令廿都第 号

工事をしている土地の所在

着 手 年 月 日 年 月 日

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏



様式第１３号（第１９条関係）

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更届書
年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３５条第２項の規定によ

り、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更について次のとおり届け出ます。

1 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可番号 年 月 日 指令廿都第 号

2 土地の所在及び地番

3 変更に係る事項

4 変更の理由

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4番とする。

事 項 変 更 前 変 更 後

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏名



様式第１４号（第２１条関係）

届 出 工 事 の 変 更 届 書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第４０条第１項の規定により
届け出た特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を次のとおり変更したいので、届け出ます。

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とする。

最 初 に 届 け
出 た 年 月 日

工 事 を し て い
る 土 地 の 所 在
及 び 地 番

工 事 を し て い
る 土 地 の 面 積

変 更 事 項

変 更 理 由

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏



様式第１５号（第２１条関係）

届 出 工 事 の 変 更 届 書
年 月 日

廿日市市長 様

住 所
氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第４０条第３項の規定により

届け出た特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を次のとおり変更したいので、届け出ます。

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

最 初 に 届 け

出 た 年 月 日

工 事 を し て い

る 土 地 の 所 在

及 び 地 番

工 事 を し て い

る 土 地 の 面 積

変 更 事 項

変 更 理 由

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏



様式第１６号（第２２条関係）

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事工程等変更届書
年 月 日

廿日市市長 様

住 所
氏 名

中止
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を次のとおり 再開 したので、届け出ます。

廃止

注 1 不用な文字は、消すこと。

2 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とする。

許 可
届 出

年月日及び番号 年 月 日指令廿都第 号

理 由

工 事 進 捗 状 況
及 び 防 災 措 置

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏



様式第１７号（第２５条第１項関係）

特定盛土等に関する工事の定期報告書

年 月 日

廿日市市長 様

住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３８条第１項の規定に

より、特定盛土等に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。

注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。

2 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに8欄から
11欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。

3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とする。

1 工事主住所及び氏名

2 工事が施行される土地

の所在地

3 工事の許可年月日及び

許可番号
年 月 日指令廿都第 号

4 報告年月日

第1回目 第2回目 第3回目 第4回目

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

5 報告の時点における

盛土又は切土の高さ
ｍ ｍ ｍ ｍ

6 報告の時点における

盛土又は切土の面積
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

7 報告の時点における

盛土又は切土の土量
㎥ ㎥ ㎥ ㎥

8 報告の時点における

擁壁等に関する工事の

施行状況

9 擁壁の床掘りを完了し

たときの状況

10 鉄筋コンクリート擁壁

の基礎配筋を完了した

ときの状況

11 地下に埋設する集水管、

暗渠、管渠等の配置を
きょ きょ

完了したときの状況

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



様式第１８号（第２５条第２項関係）

土石の堆積に関する工事の定期報告書

年 月 日

廿日市市長事 様

住 所

氏 名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３８条第１項の規定に

より、土石の堆積に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。

注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。

2 報告の時点における土石の堆積を行っている土地の状況（堆積する土石の高さ、確保

すべき空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）及びその付近の状況並

びに9欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。

3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4番とする。

1 工事主住所及び氏名

2 工事が施行される土地

の所在地

3 工事の許可年月日及

び許可番号
年 月 日指令廿都第 号

4 報告年月日

第1回目 第2回目 第3回目 第4回目

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

5 報告の時点における

土石の堆積の高さ
ｍ ｍ ｍ ｍ

6 報告の時点における

土石の堆積の面積
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

7 報告の時点における

堆積されている土石の土量
㎥ ㎥ ㎥ ㎥

8 前回の報告から新た

に堆積された土石の土量

及び除却された土石の土量

㎥ ㎥ ㎥ ㎥

9 地下に埋設する集水管、

暗渠、管渠等の配置を
きょ きょ

完了したときの状況

法人にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏



様式第１９号(第２６条第１号関係)

(表面)

注 用紙の大きさは、横８.４センチメートル、縦５.２センチメートルとする。

(裏面)

第 号

身 分 証 明 書
職 名
氏 名

(元号) 年 月 日生

上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36

年法律第191号）第5条第1項の規定により、他人の占有

する土地に立ち入る権限を有する者であることを証明し

ます。
（元号） 年 月 日

廿日市市長 氏 名 印

注 意 事 項

１ この証明書は、表記の権限を行使する際に必ず携帯して、

関係人の請求があったときは、いつでも提示すること。

２ この証明書は、犯罪捜査のため使用しないこと。



様式第２０号(第２６条第２号関係)

（障害物の伐除を行う場合）

（表面）

注 用紙の大きさは、横８.４センチメートル、縦５.２センチメートルとする。

（裏面）

第 号

身 分 証 明 書

職 名
氏 名

（元号） 年 月 日生

上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６

年法律第１９１号）第６条第１項の規定により、障害物の

伐除を行う権限を有する者であることを証明します。

（元号） 年 月 日

廿日市市長 氏 名 印

注 意 事 項

１ 表記の権限を行使する際には、宅地造成及び特定盛土等規

制法（昭和３６年法律第１９１号）第６条第１項の規定によ

る廿日市市長の許可証及びこの証明書を必ず携帯して、関係

人の請求があったときは、いつでも提示すること。

２ この証明書は、犯罪捜査のため使用しないこと。



（他人の占有する土地の試掘等を行う場合）

（表面）

注 用紙の大きさは、横８．４センチメートル、縦５．２センチメートルとする。

（裏面）

第 号

身 分 証 明 書

職 名
氏 名

（元号） 年 月 日生

上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３

６年法律第１９１号）第６条第１項の規定により、他人の

占有する土地の試掘等を行う権限を有する者であることを

証明します。

（元号） 年 月 日

廿日市市長 氏 名 印

注 意 事 項

１ 表記の権限を行使する際には、宅地造成及び特定盛土等規

制法（昭和３６年法律第１９１号）第６条第１項の規定によ

る廿日市市長の許可証及びこの証明書を必ず携帯して、関係

人の請求があったときは、いつでも提示すること。

２ この証明書は、犯罪捜査のため使用しないこと。



様式第２１号（第２６条第３号関係）

（表面）

注 用紙の大きさは、横８．４センチメートル縦５．２センチメートルとする。

（裏面）

第 号

身 分 証 明 書

職 名
氏 名
（元号） 年 月 日生

上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６

年法律第１９１号）第２４条第２項及び第４３条第２項の

規定による立入検査の権限を有する者であることを証明し

ます。
（元号） 年 月 日

廿日市市長 氏 名 印

注 意 事 項

１ この証明書は、表記の権限を行使する際に必ず携帯して、

関係人の請求があったときは、いつでも提示すること。

２ この証明書は、犯罪捜査のため使用しないこと。


